
保育園の就業環境整備に
助成金を活用する方法

上岡ひとみ経営労務研究所
代表 特定社会保険労務士 上岡ひとみ
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事務所の概要
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平成16年11月「いぶすき労務管理事務所」開設
平成24年10月「株式会社イノベーションコンサルティング設立
平成27年 3月鹿児島の社労士事務所初の「認定支援機関」に認定
平成30年 4月人財マネジメント協会（労働保険事務組合）設立
令和 2年10月「上岡ひとみ経営労務研究所」事務所名変更

助成金と補助金に強い社会保険労務士。

士業他さまざまな分野の専門家との強固なネットワークを活用し中小企業を

支援している。

企業の雇用リスクを軽減するためのアドバイスと、法律の話や抽象論では終

わらない労務相談には定評があり、労使トラブル・服務規律・助成金・社会

保険の適用など多岐にわたる。夫婦喧嘩以外の相談は何でもＯＫ。

鹿児島県を中心に200件を超す顧問先企業様のサポートに、スタッフ15名と

共にあたっている。

助成金の申請実績も数多く、その提案力は顧問先企業の信頼も篤い。

過去５年間の助成金受給実績は４憶円以上。

鹿児島の社労士事務所としては初となる「認定支援機関」の認定も受け、従

来の厚生労働省系の助成金にとどまらない補助金のアドバイスも行う。

上岡ひとみ経営労務研究所
認定支援機関 上岡ひとみ

〒891-0403 鹿児島県指宿市十二町43-7
（国道226号線・生協指宿店前）

TEL：0993-24-3128 / FAX：0993-26-3770
HP： h t t p s : / / e - s r . n e t /
C h a t w o k I D 2 4 3 1 2 8

株式会社イノベーションコンサルティング

〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田4-40-4 PLANTビル2F

（鹿児島大学水産学部正門前）
TEL：099-813-8378 / FAX：099-813-8379

日本経営承継・M&Aコンサルタント協会(JMSCA)

人財マネジメント協会(労働保険事務組合)

代表 上岡 ひとみ
特定社会保険労務士

https://e-sr.net/


本日のプログラム
１．2021年度厚労省”助成金” 新要件、ご紹介

（1）キャリアアップ助成金・正社員化コース

（2）定年延長助成金(65歳超雇用推進助成金）・継続雇用促進コース

（3）特定求職者雇用開発助成金・特定、生涯現役、氷河期コース

（4）両立支援等助成金・出生時コース、育児休業コース

（5）受給シミュレーション

（6）その他

２．助成金を受給するために「今すぐ！」やっておいた方が良いこと

３．よくある質問
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はじめに
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補助金と助成金の違い

項目 助成金 補助金

主な管轄

補助・助成の
対象、目的

社員
採用・育成など

事業
設備投資など

審査 要件 採択式

募集期間 随時 年1～4回、約1か月

担当士業 社会保険労務士 税理士、認定支援機関

返済の必要 無し 無し

※審査の有無について
助成金：要件を満たしており法令遵守できていれば、原則どなたでも受け取れます。
補助金：要件を満たして応募期間内に申請をしても、審査に通過しなければ受け取れません。
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上岡ひとみ は、
個人コンサルとして第23
号認定(2015年3月12日)
を受け、

主に創業支援、事業計画の
作成支援、事業承継、情報
化戦略、販路開拓･マーケ
ティング、人材育成、人
事･労務、金融・財務の相
談支援をしております。

認定支援機関とは
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（補助金計画書の作成支援事例）

2020.12.11  「エイジフレンドリー間接補助金」が採択されました。
2019.6.28 「ものづくり補助金」が採択されました。
2019.3.5 「先端設備等導入計画」が受理されました。
2018.7.2  「ものづくり補助金」が採択されました。
2017.3.17 「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」が採択されました。
2016.12.22  「省エネ促進事業費補助金」が交付決定されました。
2015.9.30 「ものづくり補助金（二次公募）」が採択されました。
2015.6.12 「創業補助金」が採択されました。
2014.9.26 「経営革新計画」３件が、鹿児島県の採択を受けました。



１．2021年度
厚労省“助成金”の
新要件、ご紹介
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１．2021年度厚労省“助成金”
の新要件、ご紹介

（1）キャリアアップ助成金・正社員化コース

（2）定年延長助成金(65歳超雇用推進助成金）・継続雇用促進コース

（3）特定求職者雇用開発助成金・特定、生涯現役、氷河期コース

（4）両立支援等助成金・出生時コース、育児休業コース

（5）受給シミュレーション

（6）その他
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キャリアアップ助成金
１－（１）正社員化コース
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18-Ⅰ
（p.14）



採用リスクのリスクヘッジとして

職員の適正・嗜好などの見極め

人材の柔軟な活用
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キャリアアップ助成金の活用方法



｢キャリアアップ助成金」とは

非正規雇用労働者（有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者）
の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、“正社員化”な
どの取り組みを実施した事業主に対して支給される助成金

「正社員化コース」とは

非正規雇用労働者を“正規雇用労働者等に転換または直接雇用”し
た場合に助成されるコース
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キャリアアップ助成金

正社員化コース どんな助成金？



キャリアアップ助成金

正社員化コース 変更点

2020年度

2021年度
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賃金の増額割合、賞与は含まない、
就業規則に規定されていない手当で増額しても不支給



助成内容 助成額
※＜＞は生産性要件を満たした場合の額

中小企業 大企業

正社員化コース
１人当たり

①有期→正規 57万円＜72万円＞ 42万7,500円＜54万円＞

②有期→無期 28万5,000円＜36万円＞ 21万3,750円＜27万円＞

③無期→正規 28万5,000円＜36万円＞ 21万3,750円＜27万円＞

※ ①～③合わせて、１年度１事業所あたり支給申請上限人数は20人

※ 正規雇用労働者には「多様な正社員（勤務地・職務限定正社員、短時間正社員）」を含む。

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者で直接雇用する場合、
①③：１人当たり28万5,000円＜36万円＞加算（大企業も同額）

※ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、
①：１人当たり9万5,000円＜12万円＞加算（大企業も同額）
②③：4万7,500円＜6万円＞加算（大企業も同額）

※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合、
①③：１事業所当たり9万5,000円＜12万円＞加算（大企業の場合、7万1,250円＜9万円＞）
１回のみ
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キャリアアップ助成金

正社員化コース 助成額



計画書

提出・受理

就業規則等

の改定

正社員等へ転換

（３％以上昇給）

支給

申請

助成金

受給

助成額は次

６か月
2か月 6か月～8か月正社員等への転換日までに行う
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転換等前の６か月と転換等後の
６か月の賃金(※)を比較して
３％以上増額していること

※基本給および定額で支給され
ている諸手当を含む賃金の総
額であり、賞与は含めない

キャリアアップ助成金

正社員化コース 受給までの流れ



●中小企業、有期→正規へ転換した場合

最大受給額は、

１，１４０万円
（＝２０人×５７万円）

キャリアアップ助成金

正社員化コース 最大受給額
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定年延長助成金
（65歳超雇用推進助成金）
１－（２）継続雇用促進コース
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16-Ⅰ
（p.13）



65歳超雇用推進助成金活用方法

６０歳以上の従業員の活用

でも、拙速な導入は危険です
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チェックリスト

COPYRIGHT 2018-2021 上岡ひとみ経営労務研究所・株式会社イノベーションコンサルティング・認定支援機関 上岡ひとみ ALL RIGHTS RESERVED 17



65歳超雇用推進助成金

継続雇用促進コース とは？

｢ 65歳超雇用推進助成金」とは

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の
雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した
事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的とした
助成金

「継続雇用促進コース」とは

Ａ. 65歳以上への定年引上げ

Ｂ. 定年の定めの廃止

Ｃ. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

Ｄ. 他社による継続雇用制度の導入

いずれかを

導入した事業主
に対して助成
されるコース
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65歳超雇用推進助成金

継続雇用促進コース 変更点
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（顧問先企業様への限定配布資料より抜粋）



65歳超雇用推進助成金

継続雇用促進コース 助成額

※１ 申請事業主が雇用している65歳以上の者であって、定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年
後等に他の事業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度の導入をいいます。

※２ 本コースは１事業主あたり１回限りの支給ですが、要件を満たす場合は２回目の申請が可能です。
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受給歴

ない

ある

申請可
（助成額は1つ前のスライドを参照）

定年70歳
以上

未満

２
回
目
の
申
請
不
可

前回、支給対象となった制度

定年70歳以上
今回

する

しない

65歳超雇用推進助成金

継続雇用促進コース 申請可否

申請可
（助成額の調整あり）
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①雇用保険適用事業所であること

②「定年の引上げ等の制度」を実施した事業主であること（２つ前のスライド参照）

③社労士等の専門家に、②の制度改正を依頼し費用を支払うこと

④就業規則の整備と届出をしていること（②の改正後は10人未満の事業所でも届出必須）

⑤定年年齢を60歳以上としていること

⑥定年年齢が65歳未満の場合は、希望者全員を65歳まで継続雇用する制度を導入済み

⑦１年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が１人以上いること

⑧高年齢者雇用等推進者を選任し、下枠の７つの措置から１つ以上実施していること

⑨②の制度の実施日の翌日から起算して２か月以内に支給申請をすること（必着）

⑩審査先に提出した書類一式を、支給決定されてから５年間保存すること

⑪審査先からの求めに応じ、書類の提出・提示、現況確認等、審査に協力すること

a.職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b.作業施設・方法の改善
c.健康管理、安全衛生の配慮

d.職域の拡大
e.知識・経験を活用できる配置、処遇の推進

高年齢者雇用管理
に関する措置

f.賃金体系の見直し
g.勤務時間制度の弾力化
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65歳超雇用推進助成金

継続雇用促進コース 要件等



（R3.4.1支給申請書より抜粋）
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65歳超雇用推進助成金

継続雇用促進コース 助成額算定



特定求職者

雇用開発助成金
１－（３）特定就職困難者コース・・・・・・・5-Ⅰ(P.10)

生涯現役コース・・・・・・・・・・5-Ⅱ(P.10)

氷河期世代安定雇用実現コース・・・5-Ⅴ(P.11)
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5-Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
（p.10～p.11）



｢特定求職者雇用開発助成金」とは

高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは
民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等と
して雇い入れる事業主に対して助成するものであり、これらの方の雇
用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的とした助成金

（６つのコース）

・特定就職困難者コース

・生涯現役コース

・氷河期世代安定雇用実現コース
・被災者雇用開発コース

・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

・生活保護受給者等雇用開発コース

特定求職者雇用開発助成金
どんな助成金？
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今回はこの３つのコースをご紹介します



「特定就職困難者コース」とは

高年齢者（６０歳以上６５歳未満）や障害者などの就職が特に困難な者を、２年以上(※)継続し
て雇用する労働者として雇い入れることに対して助成されるコース
(※)短時間労働者以外の重度障害者等を雇い入れる場合にあっては３年以上

「生涯現役コース」とは

６５歳以上の離職者を、１年以上継続して雇用する労働者として雇い入れることに対して助成
されるコース

「就職氷河期世代安定雇用実現コース」とは

正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇
用労働者としての就業が困難な者を正規雇用労働者として雇い入れることに対して助成される
コース

特定求職者雇用開発助成金
各コースの違い

COPYRIGHT 2018-2021 上岡ひとみ経営労務研究所・株式会社イノベーションコンサルティング・認定支援機関 上岡ひとみ ALL RIGHTS RESERVED 26

5-Ⅰ（p.10）

5-Ⅱ（p.10）

5-Ⅴ（p.11）



特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース 助成額
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が６か月ごとに支給されます。

※（ ）内は中小企業以外の企業に対する支給額です。

＝１週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者
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5-Ⅰ
（p.10）



特定求職者雇用開発助成金
生涯現役コース 助成額
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が６か月ごとに支給されます。

※（ ）内は中小企業以外の企業に対する支給額です。
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5-Ⅱ
（p.10）



特定求職者雇用開発助成金
就職氷河期世代安定雇用実現コース 助成額
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が６か月ごとに支給されます。

※雇い入れ日から起算した最初の６か月を第１期、以後の６か月を第２期といいます。

① 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方

②
雇入れの日の前日から起算して過去５年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が１年
以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去１年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方

③
ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークな
どにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方

④ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

＜対象となる労働者＞
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5-Ⅴ
（p.11）



特定求職者雇用開発助成金
支給申請の流れ
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特定求職者雇用開発助成金
支給申請の手続き
○支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から２か月以内です。
○１回目の支給申請がなされていない場合でも、２回目の支給申請は行えます。

（ただし、１回目分は支給されません。）
〇対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合は、当該支給対象期については原則

助成金の支給を受けることはできません。
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両立支援等助成金
１－（４）出生時両立支援コース・・・19-Ⅰ(P.15)

育児休業等支援コース・・・19-Ⅲ(P.15)
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19-Ⅰ、Ⅲ
（p.15）



両立支援等助成金
どんな助成金？

｢両立支援等助成金」とは

職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支
援する制度です。優秀な人材を確保・定着させるために、活用できる助
成金

（６つのコース）

・出生時両立支援コース
・育児休業等支援コース
・介護離職防止支援コース
・女性活躍加速化コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理による休暇取得支援コース
・不妊治療両立支援コース

今回はこの２つのコースをご紹介します
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両立支援等助成金の活用方法

職員の定着

企業イメージのアップ

採用しやすい企業イメージ構築
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「出生時両立支援コース」とは

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作り
に取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じ
た事業主に支給される

「育児休業等支援コース」とは

“育休復帰支援プラン(★)”を作成し、プランに沿って労働者の円滑
な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働
者が生じた中小企業事業主に支給される

(★)育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で、育児の状況や
今後の働き方についての希望等を確認して作成する

両立支援等助成金
各コースの概要
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「出生時両立支援コース」

・男性労働者の育休取得

・育児目的休暇の導入・取得

「育児休業等支援コース」

・育休取得時・職場復帰時

・代替要員確保時

・職場復帰後支援

・新型コロナウイルス感染症対応特例（New!!）

両立支援等助成金
各コースの内容
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今回は主にこの内容と、、、

この内容を中心にご紹介します

19-Ⅰ（p.15）

19-Ⅲ（p.15）



両立支援等助成金
出生時両立支援コース助成額
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※＜＞は生産性要件を見たした場合の額

※①②の１年度１事業所あたり支給申請上限人数は１０人

・①の「1人目」の金額が適用されるのは、14⽇以上（中小企業は5⽇以上）の育児休業を取得した男性
が初めて出たときの１回限りです。

・過去に14⽇以上（5⽇以上）の育児休業を取得した男性がいた事業主は、
②の「2人目以降」の金額が適用されます。(支給初年度のみ9人まで)

※③は、１事業主１回限り

19-Ⅰ
（p.15）



両立支援等助成金
出生時両立支援コース主な要件
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両立支援等助成金
出生時両立支援コース申請期限

育児休業の終了を待たずに申請期限が終了することもありますので、注意が必要です。
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両立支援等助成金
出生時両立支援コース申請例
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※育児休業の終了を待たずに申請期限が終了することもあります



両立支援等助成金
育児休業等支援コース助成額

育休取得時（Ａ）・職場復帰時（Ｂ）
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19-Ⅲ
（p.15）



両立支援等助成金
育児休業等支援コース主な要件
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両立支援等助成金
育児休業等支援コース申請期限
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次のスライド

次の次のスライド



両立支援等助成金
育児休業等支援コース申請例
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【 Ａ“育休取得時“ 】

申請期限は、育児休業開始日から起算して、3か月を経過する日の翌日から2か月以内です。（下図ⅰ）

※産後休業から引き続いて育児休業を取得した場合は、産後休業開始日から起算して、３か月が経過した日の
翌日から２か月以内です。（下図ⅱ）

・育児休業の終了を待たずに申請期限が終了することもありますので、注意が必要です。

（ⅰ）

（ⅱ）



【 Ｂ“職場復帰時“ 】

申請期限は、育休終了日の翌日から起算して６か月を経過する日の翌日から２か月以内です。（下図）

両立支援等助成金
育児休業等支援コース申請例
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受給額シミュレーション
１－（６）シミュレーション

生産性要件
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受給額シミュレーション

2021年度申請生産性要件満たさない
助成金名 コース名 金額×対象者数 計 助成金計

キャリアアップ
助成金

正社員化
（有期→正規）

57万円×3人 1,710,000円

1,995,000円
正社員化
（有期→無期or無期→正規）

28.5万円×1人 285,000円

65歳超雇用推進
助成金

継続雇用促進
120万円
（定年60歳➝定年70歳
、10人未満）

1,200,000円 1,200,000円

特開金

特定就職困難者
60万円(30万円×2)
×母子家庭の母1人

600,000円

1,600,000円

生涯現役
50万円（25万×2）
×65歳以上2人

1,000,000円

両立支援等
助成金

出生時 57万円×育休1人 570,000円
855,000円

育児休業 28.5万円×取得時1人 285,000円

合 計 5,650,000円
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受給額シミュレーション

2021年度申請生産性要件満たす
助成金名 コース名 金額×対象者数 計 助成金計

キャリアアップ
助成金

正社員化
（有期→正規）

72万円×3人 2,160,000円

2,520,000円
正社員化
（有期→無期or無期→正規）

36万円×1人 360,000円

65歳超雇用推進
助成金

継続雇用促進
120万円
（定年60歳➝定年70歳
、10人未満）

1,200,000円 1,200,000円

特開金

特定就職困難者
60万円(30万円×2)
×母子家庭の母1人

600,000円

1,600,000円

生涯現役
50万円（25万×2）
×65歳以上2人

1,000,000円

両立支援等
助成金

出生時 72万円×育休1人 720,000円
1,080,000円

育児休業 36万円×取得時1人 360,000円

合 計 6,400,000円

下線部の金額が生産性要件の影響あり。生産性要件を満たさないときと比較して、＋750,000円
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受給額シミュレーション

生産性要件とは？

｢生産性要件」とは

助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、

・その３年度前(※1)に比べて６％以上伸びていること

または、

・その３年度前(※1)に比べて１％以上（6％未満）伸びている(※2)こと

(※1) ３年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。

また、会計期間の変更などにより、会計年度が１年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて３年度前に遡って
算定を行います。

(※2) この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること

「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て（市場での成
長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等）を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にし
て、割増支給の判断を行うものです。

なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額（借入の
際の設定上限金額）が設定されている場合等も該当します。
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受給額シミュレーション

生産性要件 比較イメージ

支給申請時点で
直近の生産性

３年前の生産性

施策実施

助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」と
その３年度前の会計年度における「生産性」を比較します。

指定された計算式を使い、
３年前度の生産性より、直近会計年度の生産性が
６％以上伸びている又は１％以上（6％未満）伸びているとき、

“生産性要件を満たす“こととなります。
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受給額シミュレーション

生産性要件 計算式

企業の場合、

付加価値の計算式は、

「営業利益」＋「人件費」＋「減価償却費」＋「動産・不動産賃借料」＋「租税公課」
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・直近の会計年度も、その３年度前も、プラスであることが必要です。

・「人件費」は、従業員分のみを算定します（役員分は含めません）。

・算定対象期間中（３年前の会計年度の初日から直近の会計年度の末日）に、
事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。

・具体的な計算方法は、労働局指定のExcelシートを使用して、生産性要件を
満たすか算出します。

※企業用・社会福祉法人用・医療法人用・公益法人用・NPO法人用・学校法人用・個人事
業主用の７種類から、自社に適したものを選んで使用します。

・申請書の添付書類として、Excelシートの写しと証拠書類を提出します。

※証拠書類は、「損益計算書」・「総勘定元帳」などです。
（個人事業主の方は確定申告書Bの「青色申告決算書」や「収支内訳書」）

受給額シミュレーション

生産性要件 注意点
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受給額シミュレーション

生産性要件 満たしている目安

利益が増えている

従業員数は変わっていないが、利益が増えているという状況

雇用保険被保険者数が減っている

従業員数は減っているが、利益が変わらないor増えていると
いう状況

申請時には、自社に合う指定のExcelシートを使用して、
生産性要件を満たすか算出します。
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その他
１－（７）
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２．助成金を受給するために
今すぐやっておいた方が
良いこと
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そもそも。。。
助成金を受給できる事業主とは？

次の３つの要件のすべてを満たす事業主です

１ 雇用保険適用事業所の事業主であること
（雇用保険被保険者が１人以上いる事業所の事業主であること）

２ 支給のための審査に協力すること
（１）支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

（２）支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、
管轄労働局等から求められた場合に応じること

（３）管轄労働局等の実地調査を受け入れることなど

３ 申請期間内に申請を行うこと
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それでは、
助成金を受給できない事業主とは

次の９つの要件のいずれかに該当する事業主です

１ 不正受給による不支給決定日又は支給決定取消日から５年を経過していない事業主

２ 役員等に、他社で不正受給に関与した者がいる場合

３ 労働保険料を納入していない事業主

４ 労働関係法令の違反があった事業主

５ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業等を行う事業主

６ 事業主または役員等が、暴力団と関わりのある場合

７ 事業主または役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する
暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

８ 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

９ 不正受給が発覚した際の事業主名及び役員名（不正に関与した役員に限る）等の
公表について、あらかじめ承諾していない事業主
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労働関係法令の違反 とは？
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今回ご紹介した助成金申請に関連する法令の一部だけでも、

労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、高年齢者雇用安
定法、最低賃金法など多数あります。

主な法令違反の状況について、最新の鹿児島労働局の報道資料から抜粋して掲載します。

鹿児島労働局発表 令和2年6月23日（火） 監督実施事業場の 3 分の 2 で法令違反（令和元年） より
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2020-0623-2_20200623a.pdf

（左図の続き）



労働関係法令の違反例

鹿児島労働局発表 令和2年6月23日（火）監督実施事業場の 3 分の 2 で法令違反（令和元年）より https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2020-0623-2_20200623a.pdf

【労基法第32条・第40条違反】
36協定なしに時間外労働をさせた場合は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

【労基法第34条違反】
休憩を与えなかった場合は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

【労基法第35条違反】
週１回以上の休日を与えなかった場合は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

【労基法第37条違反】
時間外労働、休日出勤、深夜労働をさせた場合に
割増賃金を適正に支払っていなかった場合は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

【最低賃金法第4条違反】
労働者31名に、２か月間の定期賃金
合計約773万円を支払わなかった。

鹿児島労働局公表 令和3年3月31日より
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2021-0405-1_20210331.pdf

他の例
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主な法令違反の状況（ひとつ前のスライドの続き）



労働関係法令の違反
行政から指摘される以外にも、

弁護士法人や、労働組合を通じて、

従業員さんから突然、改善を求めた

訴えをおこされることがあります。

← 高速道路のサービスエリアに

設置された広告ちらし
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２０２０年４月から労働基準法の未払い請求

２年⇒５年⇒当分の間３年

民法債権法改正 ５年

労働基準法と民法債権法改正
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３．よくある質問
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就業規則について

就業規則は、必ず作っていないといけないものでしょうか？

労基法上、就業規則に記載する事項は、必ず記載しなければ
ならない絶対的必要記載事項と、定めをする場合には、記載
しなければならない相対的必要記載事項があります。

作成する上で注意することがありますか？

常時10 人以上の労働者を使用している事業場は、就業規則
を作成し、過半数代表の従業員に意見を聴き、意見書を添付
し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

COPYRIGHT 2018-2021 上岡ひとみ経営労務研究所・株式会社イノベーションコンサルティング・認定支援機関 上岡ひとみ ALL RIGHTS RESERVED 63



雇用契約書について

雇用契約書は、必ず交わしていけないものでしょうか？

必ず明示しないといけないのは、、、こんなにあります。
労働契約の期間、就業の場所・従事する業務の内容、始業及び終業時刻、所定労働時間を超える労働の
有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合には就業時転換、賃金の決定、計算・支払いの
方法、賃金の締切及び支払いの時期、退職（解雇の事由を含む）、期間の定めがある場合、更新の有無、
更新の基準（ 、パート・有期雇用者は昇給、賞与、退職金の有無、相談窓口）

何を書面で明示するのですか？

正社員、パートタイマーにかかわらず雇い入れの際に労働条
件を明示しなければなりません。（労基法第15 条）また、
一定の事項については、書面にて明示しなければなりません。
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助成金申請の手続きについて

どういう書類を提出するのですか？

COPYRIGHT 2018-2021 上岡ひとみ経営労務研究所・株式会社イノベーションコンサルティング・認定支援機関 上岡ひとみ ALL RIGHTS RESERVED 65

助成金
支給申請書

就業規則 雇用契約書

謄本

出勤簿 賃金台帳

決算書
直近年度

決算書
3期前

厚労省の助成金は、このような書類の提出を求められます。
その他、各コース別に指定された書類を作成し、提出します。

生産性要件のも
申請するときは
決算書の他に、
総勘定元帳も
提出します。



経理について

受給した助成金額に、消費税は課税されるのですか？

助成金は、法人税法上「雑収入」扱いです。
不課税売上となり、消費税はかかりません。
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○月○日 支給決定された

借 方 / 貸 方 摘要欄
未収(入)金 600,000円 / 雑収入 600,000円 （鹿児島労働局 ●●助成金)

△月△日 労働局より入金があった

借 方 / 貸 方
普通預金 600,000円 / 未収(入)金 600,000円

（仕訳）

税理士の先生にお願いされている企業様は、税理士の先生にお伝えください。



さいごに
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本日のプログラム（再掲）
１．2021年度厚労省”助成金” 新要件、ご紹介

（1）キャリアアップ助成金・正社員化コース

（2）定年延長助成金(65歳超雇用推進助成金）・継続雇用促進コース

（3）特定求職者雇用開発助成金・特定、生涯現役、氷河期コース

（4）両立支援等助成金・出生時コース、育児休業コース

（5）受給シミュレーション

（6）その他

２．助成金を受給するために「今すぐ！」やっておいた方が良いこと

３．よくある質問
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いかがでしたか？
□ ご興味のある助成金についてご理解いただけましたか？

□ 気になることはありませんか？
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質疑応答を聞きながら、

是非、本日のアンケートにご協力ください。

本日のセミナー資料をご希望の先生は、

アドレス等ご記載ください。
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本日は、貴重なお時間

ありがとうございました

佐賀県保育協会青年部のますますのご発展を

コロナの終息とともに、祈念しております



メルマガ始めます
よろしければご登録お願いします☛

気になることは
お気軽にご連絡ください
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弊所ホームページ☛

上岡ひとみ経営労務研究所
代表 上岡 ひとみ

ＴＥＬ：０９９３－２４－３１２８
メール：info@e-sr.net

（株）イノベーションコンサルティング

ＴＥＬ：０９９－８１３－８３７８
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